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不動産登記法 

Ⅰ．不動産の表示に関する登記（総論） 

［テ－マ１ 不動産登記制度］ 

・ 不動産の表示に関する登記と権利に関す

る登記の違いを述べて下さい。（Ｈ６） 

・ 一筆の土地の一部について分筆の登記を

する前に売買の契約を締結した場合には、

所有権移転の効力は生じますか。（Ｈ７） 

 

［テ－マ２ 登記申請手続］ 

1. 登記の管轄 

・ 主たる建物の所在する土地と、附属建物

の所在する土地の管轄する登記所が異な

る場合には建物の表示の登記はどちらの

登記所に申請しますか。（Ｈ８） 

・ 主たる建物の所在する土地と、附属建物

の所在する土地の管轄する登記所が異な

る場合には附属建物の新築による建物の

表示変更の登記はどちらの登記所に申請

しますか。（Ｈ８）     ⇒準則９条 

 

２．申請義務 

・ 不動産の表示に関する登記のうち、申請

義務のある登記を挙げて下さい。（Ｈ６） 

・ 申請義務のない登記を挙げて下さい。（Ｈ

６） 

・ 申請義務のある登記の申請義務を怠った

ときはどうなりますか。（Ｈ６） 

⇒法 159条の 2 

・ なぜ申請義務のある登記とない登記があ

るのですか。その違いを述べて下さい。

（Ｈ６） 

  

3. 登記簿等 

・ 建物の再築の場合、建物の形状、床面積

等が同一であるときは、前の登記用紙を

流用することはできませんか。（Ｈ６） 

・ 登記所に備えられている土地に関する図

面にはどのようなものがありますか。（Ｈ

10） 

 

［テ－マ３ 申請人］ 

１． 不動産の表示に関する登記の申請人 

・ 分筆の登記を申請できるのは誰ですか。

（Ｈ６）     ⇒法 81条の 2第 1項 

・ Ａが所有する土地があります。この土地

の一部をＢに売却した場合に、その土地

の分筆の登記は誰が申請しますか。（Ｈ

８）       ⇒法 81条の 2第 1項 

・ Ａは、自己が所有する土地の上にＢを請

負人として建物を建築しました。ＡがＢ

から引き渡しを受けた後に表示の登記を

しないまま第三者Ｃにその建物を売買し

た場合には、表示の登記は誰が行います

か。（Ｈ７） 

・ 合体前の所有者等が異なる場合に、合体

による建物の登記は一人から申請するこ

とができますか。（Ｈ10） 

・ 区分建物の分譲業者（原始取得者）Ａか



らＢにその建物が売り渡された場合に、

建物の表示登記の申請人は誰になります

か。（Ｈ７．Ｈ６）   ⇒法 93条 3項 

 

２． 相続人からの申請 

・ 甲地はＡ，Ｂ共有の土地です。Ａ，Ｂと

Ｃとの間で売買契約が締結されたのです

が、分筆の登記をする前にＡが死亡して

しまいました。この場合に、誰が分筆の

登記を申請するのですか。（Ｈ10.Ｈ７） 

・ 甲地と乙地はＡが所有権の登記名義人で

す。Ａが死亡し、その相続人としてＢ及

びＣがいた場合、Ｂが単独で甲地と乙地

の合筆の登記をすることができますか。

（Ｈ９） 

・ それはなぜですか。（Ｈ９） 

⇒民法 252条 

・ 所有権の登記名義人が死亡した場合に、

一部地目変更による分筆の登記は誰が申

請しますか。（Ｈ８） 

・ その場合に、相続人が複数のときは、そ

のうちの１人から申請することができま

すか。（Ｈ８） 

・ 既に登記されている主たる建物と附属建

物の中間を増築して１棟の建物とした場

合の登記の申請は、相続人から相続によ

る登記をする前にすることができますか。

（Ｈ８） 

・ その場合に、相続人が数人あるときは、

そのうちの１人から申請することができ

ますか。（Ｈ８） 

３． 共有不動産に関する登記の申請人  

・ 甲地はＡ，Ｂ共有の土地です。甲地を分

割し、その一部を乙地とする分筆の登記

は、Ａが単独で申請することができます

か。（Ｈ11.Ｈ10.Ｈ６） 

・ Ａが単独で申請することができないのは

なぜですか。（Ｈ10.Ｈ６） 

・ 共有である土地について、そのうちの一

人から一部地目変更による分筆の登記を

申請することができますか。（Ｈ８.Ｈ６） 

・ それはなぜですか。（Ｈ６） 

 

４． 代位による申請 

・ Ａが所有する土地があります。この土地

の一部をＢに売却した場合に、その土地

の分筆の登記をＢが申請する方法はあり

ますか。（Ｈ８．Ｈ６） ⇒民法 423条 

・ その場合の代位原因は、何と書きますか。

（Ｈ８．Ｈ６） 

・ 甲地はＡ，Ｂ共有の土地です。Ａ，Ｂと

Ｃとの間で売買契約が締結されたのです

が、分筆の登記をする前にＡが死亡して

しまいました。この場合に、Ａの相続人

とＢが分筆の登記を申請しない場合には

Ｃはどうすればよいのですか。（Ｈ10） 

⇒民法 423条 

・ その場合の代位原因を言って下さい。（Ｈ

10） 

・ ＡがＢ名義の土地の一部について取得時

効が成立しました。この場合に、Ｂが分

筆の登記を申請しないときＡはどうすれ

ばよいのですか。（Ｈ11） 

⇒民法 423条 

・ 区分建物の分譲業者（原始取得者）Ａか

らＢにその建物が売り渡され、Ａが表示

の登記を申請しない場合、Ｂはどうした

らよいですか。（Ｈ７） 

⇒民法 423条 

 

Ⅱ．不動産の表示に関する登記（各論） 

［テ－マ１土地の表示に関する登記］ 

1.申請すべき登記 

・ 土地の一部が別地目となったときは、ど

のような登記をしますか。（Ｈ６） 

・ Ａが 1000 ㎡の甲地を所有しているとし

ます。甲地は工場の敷地として利用され

ています。この甲地のうち 300 ㎡を区画

して工場の従業員のための駐車場とした

場合に、Ａは何らかの登記を申請しなけ

ればなりませんか。（Ｈ８） 

・ では、区画した部分について貸駐車場と

した場合には、この駐車場の地目は何に

なりますか。（Ｈ８） 



・ その場合にＡはどのような登記を申請し

なければなりませんか。（Ｈ８） 

・ 甲地はＡ，Ｂ共有の土地です。甲地の一

部を分筆する前にＣに売却したとします。

その場合に、Ｃの所有権の登記がされる

までの手続を言って下さい。（Ｈ10） 

・ Ａが所有する隣接する甲と乙の土地があ

り土地の面積は双方とも 120 ㎡です。今

回、80㎡づつ３筆に分割して分譲したい

のですが、この場合の登記の手続として

はどのようにすればよいですか。（Ｈ７） 

・ 次の図を見て下さい。ア、イ、カ、オ、

アで囲まれた土地を甲地、オ、カ、ウ、

エ、オで囲まれた土地を乙地とし、甲地

の所有者をＡ、乙地の所有者をＢとしま

す。また、甲地の地目は宅地、乙地の地

目は山林とします。以下３問は図に基づ

いて解答すること。 

 

ｱ      ｵ  ｷ     ェ 

 

甲地   乙´ 乙地 

    （宅地）    （山林） 

      Ａ       Ｂ 

 

 

ｲ           ｶ     ｸ           ｳ 

 

（注）図を提示されることなく、口頭のみで

事例を説明された会場もある。 

 

・ Ａが乙地に建物を建築していたために、

今回オ、カ、ク、キ、オの部分、図では

乙´の部分とします。この部分について

取得時効が成立しました。この場合に、

その部分をＡ所有名義とするための手続

を言って下さい。（Ｈ11） 

・ Ａが乙´部分を時効取得したとして、甲

地と乙地の境界をオとカを結ぶ線からキ

とクを結ぶ線とする地図訂正や、地積の

更正の登記はできますか。（Ｈ11） 

・ では、乙´地はＡ所有名義となったとし

ます。今回Ａは、甲地と乙´地をＸとＹ

に売買し、甲地と乙´地はＸ，Ｙの共有

名義になったとします。ＸとＹはこの土

地をいったん一筆の土地とした上で、面

積が同じになるように二筆の土地にした

いと考えています。どうすればよいので

すか。（Ｈ11） 

 

２．地目 

・ 工場の地目は何になりますか。（Ｈ８） 

⇒準則 117条ハ 

・ 駐車場の地目は何になりますか。（Ｈ８）     

⇒準則 117条ナ 

・ 一筆の土地に２種類以上の地目は登記で

きますか。（Ｈ８） 

・ 一筆の土地のわずかな部分が、他の部分

とは異なる目的に利用されているように

なった場合は、何らかの登記を申請しな

ければなりませんか。（Ｈ８） 

⇒準則 117条本文 

 

３．土地の分筆の登記  

・ 抵当権の設定登記がされている土地を分

割する場合に、この抵当権が分割する土

地については存続しないようにすること

はできますか。（Ｈ８） ⇒法 83条 3項 

 

4. 土地の合筆の禁止  

・ 合筆前の一方の土地所有者がＡであり、 

他方の土地の所有者がＢの場合は、合筆

できますか。（Ｈ７） 

・ 乙地が被相続人名義であり、甲地が相続

人名義の場合には、そのままの状態で合

筆できますか。（Ｈ７） 

・ Ａが、所有権の登記のある甲地と所有権

の登記のない乙地を所有しています。こ

の甲地と乙地の合筆の登記はすることが

できますか。（Ｈ９） 

⇒法 81条の 3第 2項 

・ それはなぜですか。（Ｈ９） 

・ Ａの持分が３分の１、Ｂの持分が３分の

２の共有である土地と、Ａの持分が２分

の１、Ｂの持分が２分の１の共有である

土地は、合筆の登記をすることはできま



すか。（Ｈ９） 

・ それはなぜですか。（Ｈ９） 

・ 担保権の登記のある土地は合筆できます

か。また、できるとすれば、それはどの

ような場合ですか。（Ｈ７） 

⇒法 81条の 3第 1項 

・ 地目の異なる土地は、合筆できますか。

（Ｈ７） 

 

５． 所有権の登記済証 

・ 所有権の登記のある土地の合筆の登記が

完了した場合に、登記済証が作成されま

すが、 その受領に際して押印は必要です

か。（Ｈ９）     ⇒準則 74条 1項 

・ 所有権の登記のある土地の合筆の登記の

登記済証と、所有権の登記のある土地の

分筆の登記の登記済証とはどう違います

か。（Ｈ９）      ⇒法 35 条 1 項

3号 

 

［テ－マ２ 建物の表示に関する登

記］ 

1.申請すべき登記  

・ Ａは、自己が所有する土地の上に建物を

建築しました。その建物を第三者Ｃに売

買しましたが、Ｃが表示の登記を申請す

る前に、Ａが自己の名義で表示の登記を

してしまいました。Ｃの名義にするため

には、どのような手続きが必要ですか。

（Ｈ７） 

・ 既に登記のされた甲建物に、その建物の

新築年月日以前に建築された未登記の附

属建物である乙建物がある場合は、どの

ような登記を申請しますか。（Ｈ９） 

⇒法 93条の 5 

・ 土地区画整理事業によって建物を別の場

所に移築した場合は、どのような手続を

しますか。（Ｈ６） 

・ 同一敷地内で建物を再築した場合には、

どのような手続をしますか。（Ｈ６） 

・ 建物の解体移転とはどのようなことをい

うのですか。また、既に登記されている

建物を解体移転した場合には、どのよう

な登記を申請しますか。（Ｈ９） 

⇒準則 144条 1項、法 93条の 11、93条 

・ なぜ滅失及び新築としてとりあつかうの

ですか。（Ｈ９） 

・ 建物の曳行移転とはどのようなことをい

うのですか。また、既に登記されている

建物を曳行移転した場合には、どのよう

な登記を申請しますか。（Ｈ９．Ｈ６） 

⇒準則 144条 2項、法 93条の 5 

・ では、同一の敷地内で移動した場合はど

うしますか。（Ｈ９） 

⇒準則 113条 1項  

・ Ａを所有者として登記された建物があり

ます。Ａの死亡後に相続人であるＢがそ

のＡ所有名義の建物を解体し、同じ材料

を用いて建物を建築しました。この場合

には誰からどのような登記を申請します

か。（Ｈ９）      ⇒準則 142条 

・ 既に登記されている主たる建物と附属建

物の中間を増築して１棟の建物とした場

合にはどのような登記を申請しますか。

（Ｈ８）        ⇒準則 162条 

・ この場合は、「合体による建物の表示の登

記及び合体前の建物の表示の登記の抹

消」ではありませんか。（Ｈ８） 

・ 建物の所有権をＡが取得したとします。

Ａは表示の登記を申請する前にその建物

をＣに売買しました。ところが建築請負

人Ｂが自己を所有者とする建物の表示の

登記をしてしまった場合、Ｃとしてはど

のような手続をすればよいですか。（Ｈ

11） 

⇒法 93条の 10第 1項、81条の 7第 1項 

・ その場合Ｂが自己の所有権を主張して承

諾しなかった場合はどうすればよいです

か。（Ｈ11）   ⇒法 100条 1項 2号 

・ 表題部に記載された所有者について質問

します。Ａの持分が２分の１、Ｂの持分

が２分の１と登記されているところ、Ａ

の持分を３分の２、Ｂの持分が３分の１

と変更することはできますか。（Ｈ７） 



⇒法81条の 6 

・ では、当初からＡの持分が３分の２、Ｂ

の持分が３分の１であるのに、誤ってＡ

の持分は２分の１、Ｂの持分は２分の１

と記載されている場合はどうですか。（Ｈ

11.Ｈ７） 

⇒法 81条の 7第 2項 

 

２．合体による建物の登記 

・ 建物の合体とはどのようなことをいうの

ですか。（Ｈ10） 

⇒Ｈ５民三5320 号通達第6・1 

・ Ａが所有する建物とＢが所有する建物の

間に増築工事をして接続させ、隔壁を除

去し１個の建物としました。いずれの建

物も未登記に場合にはどのような登記を

申請しますか。（Ｈ10） 

⇒法 93条の 4の 2第 2項 

・ いずれの建物も所有権の登記のある建物

の場合にはどのような登記を申請します

か。（Ｈ10） 

⇒法 93条の 4の 2第 1項 

・ その場合、なぜ同一の申請書で申請しな

ければならないのですか。（Ｈ10） 

・ Ａが所有する建物は所有権の登記がある

建物であり、Ｂが所有する建物は所有権

の登記がない建物である場合にはどのよ

うな登記を申請しますか。（Ｈ10） 

⇒法 93条の 4の 2第 1項後段 

・ その場合、なぜ所有権の登記を申請しな

ければならないのですか。（Ｈ10） 

・ その場合、登記所に出頭して申請しなけ

ればなりませんか。（Ｈ10） 

 

３. 所有権の帰属 

・ Ａは、自己が所有する土地の上にＢを請

負人として建物を建築しました。完成し

た建物は、誰の所有になりますか。（Ｈ７） 

・ 建物建築請負契約により完成した建物の

所有権の帰属について説明して下さい。

（Ｈ11） 

 

４．その他  

・ 建物の滅失とは、どのようなことをいう

のですか。（Ｈ６） 

・ 甲建物を主たる建物、乙建物を附属建物

として表示の登記を申請する場合の要件

を述べて下さい。（Ｈ８） 

⇒準則 137条 1項 

 

［テ－マ３ 区分建物の表示に関する

登記］ 

・ 区分建物とは、どのようなものですか。

（Ｈ６）      ⇒区分所有法１条 

・ 区分建物の表示の登記の申請は、その一

棟の建物に属する他の区分建物の全部の

表示の登記の申請とともにしなければな

らないとされている理由は、何ですか。

（Ｈ７） 

・ 区分建物の敷地権の要件を言って下さい。

（Ｈ６）     ⇒法 91条 2項 4号 

・ 敷地利用権について具体的に言って下さ

い。（Ｈ６） 

・ 敷地権の目的となっている土地の一部を

道路とするために市に所有権を移すため

には、どのような手続きがひつようです

か。（Ｈ６） 

 

［テ－マ４ 添付書類］ 

１． 土地の合筆の登記の添付書類 

・ 所有権の登記ある土地の合筆の登記を

申請する場合に必要となる添付書類を

あげて下さい。（Ｈ９） 

・ なぜ登記済証と印鑑証明書が必要とさ

れているのですか。（Ｈ９） 

・ 申請人の印鑑証明書には期限の定めが

ありますか。（Ｈ９）  ⇒細則 44条 

・ 登記済証が滅失している場合は、どうし

ますか。（Ｈ９） 

⇒法 81条の 2第 3項、44条 

・ 保証書に添付する印鑑証明書には、期限

の定めがありますか。（Ｈ９） 

⇒細則 46条 3項、細則44条 



 

２．地積測量図 

・ 申請書に地積測量図を添付しなければ

ならない登記にはどのようなものがあ

りますか。（Ｈ10） 

・ 地積測量図には、土地の筆界に境界標が

ないときは、適宜の筆界点と近傍の恒久

的地物との位置関係を記載することと

されていますが、なぜそのようなことを

記載するのですか。（Ｈ10） 

・ 地積測量図に記載する恒久的地物には

どのようなものがありますか。（Ｈ10） 

 

３．建物図面・各階平面図 

・ 附属建物の新築による表示の変更の登

記の申請書に添付する図面はどのよう

なものを添付しますか。（Ｈ９.Ｈ８） 

 

４. 所有権証明書 

・ 建物の表示の登記の申請書には、申請人

の所有権証明書を添付することを要す

るとされていますが、それはなぜですか。

（Ｈ11） 

・ では、その所有権証明書としてどのよう

な書類を添付しますか。（Ｈ11） 

⇒準則 147条 1項 

・ その請負人の証明書とは具体的にどの

ようなものを添付するのですか。（Ｈ11） 

・ Ａは、自己が所有する土地の上にＢを請

負人として建物を建築しました。ＡがＢ

から引き渡しを受けた後に表示の登記

をしないまま第三者Ｃにその建物を売

却しました。この場合にＣからする表示

の登記の申請書に添付する所有権証明

書はどのようなものになりますか。（Ｈ

７） 

・ 建物の所有権をＡが取得したとします。

Ａは表示の登記を申請する前にその建物

をＣに売買しました。ところが建築請負

人Ｂが自己を所有者とする建物の表示の

登記をしてしまった場合、Ｃを所有者と

する更正の登記の所有権証明書としては

どのようなものを添付しますか。（Ｈ11） 

 

５．代位原因証書 

・ 一筆の一部を買受けたものが、その土地

の所有権の登記名義人に代位して分筆

の登記を申請する場合の代位原因証書

は何ですか。（Ｈ８.Ｈ６） 

・ 債務者の無資力であることを証する書

面は必要ないですか。（Ｈ６） 

 

６．その他 

・ 抵当権設定の登記のある建物の滅失の

登記の申請書には、抵当権者の承諾書の

添付は必要ですか。（Ｈ９） 

 

土地家屋調査士法 

［テ－マ１ 調査士の業務］ 

・ 土地家屋調査士（以下「調査士」という）

の業務は何か言って下さい。（Ｈ11.Ｈ９．

Ｈ８．Ｈ６）        ⇒法 2条 

・ 調査士として業務を行う上での心構え

を言って下さい。（Ｈ10.Ｈ９.Ｈ８.Ｈ７.

Ｈ６） 

 

［テ－マ２ 調査士の欠格事由］ 

・ 調査士となる際の欠格事由を言って下

さい。（Ｈ７）       ⇒法４条 

・ 懲役２年、執行猶予３年という判決が確

定した場合、執行猶予期間中に登録はで

きませんか。（Ｈ７） 

・ いつから登録できますか。（Ｈ７） 

⇒刑法 27条 

 

［テ－マ３ 調査士の登録］ 

１． 登録の申請 

・ 調査士の試験合格後、業務を行うために

はどのような手続が必要ですか。          

（Ｈ10.Ｈ９.Ｈ８.Ｈ６） 

⇒法 7条、法8条 1項 



・ どのような事項が登録されますか。（Ｈ

６）   ⇒法 6条 1項、規則9条 2項 

・ 土地家屋調査士会（以下「調査士会」と

いう。）への入会が強制されますか。（Ｈ

６） 

⇒法 8条 1項、法 19条 

・ 調査士会への入会が強制されるのは、な

ぜですか。（Ｈ10.Ｈ７.Ｈ６） 

・ 調査士となるための登録の申請を行っ

た場合でも、登録が拒否されるのはどの

ような場合ですか。（Ｈ７）  ⇒法 8条 

 

２． 所属する調査士会の変更の登録 

・ 調査士が他の法務局又は地方法務局の

管轄区域内に事務所を移転しようとす

るときは、どのような手続が必要ですか。

（Ｈ９）        ⇒法 7条 1項 

・ その場合に、変更の登録が拒否されるこ

とはありませんか。（Ｈ９） 

⇒法 8条の 4第 1項 

 

３． 登録事項の変更の届出 

・ 同一の法務局又は地方法務局の管轄区

域内で事務所を移転したときは、どのよ

うな手続が必要ですか。（Ｈ９） 

⇒法 8条の 5 

 

［テ－マ４ 業務関係の規律］ 

１． 依頼に応ずる義務 

・ 調査士が他人の依頼を受けたとき、これ

を 拒 否 す る こ と が で き ま す か 。                

（Ｈ11.Ｈ９.Ｈ６）    ⇒法 11条 

・ それはなぜですか。（Ｈ11） 

・ 正当な理由がある場合とは、どのような

場合ですか。（Ｈ９．Ｈ８） 

・ なぜ正当な理由なく依頼を拒否できな

いとされているのですか。（Ｈ８．Ｈ６） 

・ 依頼を拒否した場合はどうしますか。

（Ｈ９．Ｈ８．Ｈ６）  ⇒規則 23条 

・ 病気で長期入院することになりました。

その場合に依頼があったときはどうし

ますか。（Ｈ11） 

 

２． 他人による業務の禁止 

・ 補助者を置いた場合に注意すべき事は

ありますか。（Ｈ11.Ｈ10.Ｈ９.Ｈ８.Ｈ

７.Ｈ６） 

・ 補助者に調査士の業務を取り扱わせる

ことはできますか。（Ｈ11） 

・ 補助者に申請書の補正をさせることが

できますか。（Ｈ10） 

・ Ａという調査士が業務の依頼を受け、知

り合いのＢという調査士にその業務を

取り扱わせることができますか。（Ｈ11.

Ｈ８） 

・ 調査士が業務多忙のため、依頼を受けた

仕事を処理しきれなかった場合に、知り

合いの測量士に仕事を行わせる事がで

きますか。（Ｈ７）    ⇒規則 19条 

・ 調査士は、会社に雇われて調査士の業務

を行うことができますか。（Ｈ７） 

 

３． 補助者 

・ 補助者を置いたときはどのような手続

をしますか。（Ｈ11） ⇒規則 20条 2項 

・ 月に５、６回補助をしてもらう者であれ

ば届け出る必要はありませんか。（Ｈ11） 

・ 試用期間を定めて補助者を雇用したと

します。その場合は、試用期間が終了し

てから届け出ればよいのですか。（Ｈ11） 

・ 数人の調査士で一人の補助者を雇用す

ることはできますか。（Ｈ11） 

・ その場合にどのようなことに注意しま

すか。（Ｈ11） 

 

４． その他の規律 

・ 調査士が虚偽の調査・測量をした場合に

はどのような処罰がありますか。（Ｈ11） 

⇒法 22条、法 13条 

・ 業務の停止処分を受けた場合には、調査

士の事務所の表札はどうしますか。          

（Ｈ９）      ⇒規則 16条 3項 

・ 調査士の法務局または地方法務局長に

対する義務にはどのようなものがあり

ますか。（Ｈ６）   ⇒規則 31条 4項 



 

［テ－マ５ 懲戒処分］ 

・ 懲戒処分にはどのようなものがありま

すか。（Ｈ11.Ｈ10.Ｈ９） 

⇒法 13条 1項 

・ 懲戒処分は、誰がするのですか。（Ｈ11.

Ｈ９）        ⇒法 13条 1項 

・ 業務の禁止の処分を受けた場合は、業務

を行うことができなくなりますが、その

他にはどのようなことになりますか。

（Ｈ８）     ⇒法 8条の 6第 1項 

 

［テ－マ６ 調査士会］ 

・ 調査士会は、どのような目的で置かれて

いるのですか。（Ｈ10） 

⇒法 14条 2項 

・ 調査士会の会則を言ってください。（Ｈ

10）           ⇒法 15条 

・ 調査士会の会則には調査士の義務があ

りますが、どのようなものがありますか。

（Ｈ６） 

⇒法 15条の 6、法 15条 4号、5号、8号 

・ 調査士会の会則を守らなかった場合に

はどのような処罰を受けますか。                

（Ｈ11.Ｈ６） 

⇒法 15条の 6、法 13条 

・ 調査士会は公共嘱託登記土地家屋調協

会（以下「協会」という。）に対してど

のような権限がありますか。（Ｈ10） 

 

［テ－マ７公共嘱託登記土地家屋調査

士協会］ 

・ 調査士以外に不動産の表示に関する登

記に必要な調査、測量または申請（嘱託）

手続をすることができる者はいますか。

（Ｈ７）    ⇒法 17条の 7第 1項 

・ 協会の業務を言って下さい。（Ｈ10） 

⇒法 17条の 7第 1項 

・ 協会の業務を取り扱う者はだれですか。

（Ｈ10）    ⇒ 法 17条の 7第 2項  

・ 協会の調査士以外の職員は、協会の業務

を行うことはできますか。（Ｈ７） 

⇒17条の 7第 2項  

・ Ａ法務局の管轄区域内に設立され協会

が、他の法務局の管轄区域内で業務を行

うことができますか。（Ｈ10） 

 

 

 

おわりに 

 口述の試験は会社の面接試験などと異なり

あくまでも調査士として必要な知識を試すも

のです。ですから説明が上手にできるとか相

手の質問に速答するといったことは試験の結

果には関係がないと思いますので口述試験を

受験されるかたは次のように望めばよいと思

います。 

① 質問は完全に理解できるまで何度で

も聞きなおしましょう。 

② 解答はゆっくりと考えて頭のなかで

整理してから答えるようにしましょ

う。 

③ なるべく条文にそって答えるように

しましょう。 

 口述試験を受験されるかたはこれが人生最

後の調査士試験となるのですからリラックス

して十分に楽しんで下さい。 

 また、来年度の筆記試験の受験をされるか

たにとっては、口述試験は調査士としてどの

ような知識が求めているのかを知る上でとて

も重要な資料になりますから本稿を検討する

とともに今年度の口述試験問題（本誌1月号

で掲載の予定）を検討して下さい。 

 

 

（杉山賢司） 


